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2024年 2月 29日、東京地方裁判所(品田幸男裁判長)において、 ~
2014年～2017年度の政務調査費と政務活動費の支出のうち

1007万円超違法として返還を命ずる判決が言い渡され、確定し

てから3か月が経過しました。

この判決について町田市議会は、3月議会の冒頭あるいは会期中に、

議会として市民に対しての説明をするものと思つていましたが、今日

に至るまで何もありません。第17期議会改革調査特別委員会が発足

しましたが、議論は何もありません。
「自らが支出した公金1007万円の使い方が違法」との裁判所の判断を、

町田市議会議員はどう受け止め、今後どの様に改善するのか、議員たち

には答える「義務」があります。

4月 12日に、町田市議会議長あてに公開質問状を提出.5月 10日に

公開質問状の回答が届きました。その4行の回答には、質問項目1～ 5に

ついての回答はありません。

そこで、5月 20日、「公開質問状について共有している」という各会派に、

直接回答を求めることとし、公開質問状の回答用紙を送付しました。

「政務活動費の違法支出を繰り返さないためには、再発防止のための対策を

講ずることが必要不可欠であり、その点について、議会として今後どのような

対応策を講じるのかを具体的に市民に明らかにしてほしい」という趣旨です。

各会派の回答期日は6月 3日です。結果は、すぐに公表いたします。
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1 議長への公開質問状提出。質問項目は 1～ 5あ り !

町田市議会

議長 木目田 英男 様

2024年 4月 12日

町田市政を考える会・草の根

代表 小林 美知

公 開 質 問 状

日頃、町田市民のために活動 していただき、ありがとうございます。

さて、2024年 2月 29日 、東京地方裁判所 (品 田幸男裁判長):こおいて、 201

4年から2017年 度の政務調査費と政務活動費の支出の うち約 1007万 円を達法

として返還を命ずる判決が言い渡されました。同判決は確定 しております。

私たちは、第 1回町田市議会定例会の冒頭あるいは会期中に、町田市議会議長 として

この判決についてのコメン トがあるのかと思ってお りましたが、残念ながら何のコメン

トもありませんでした。このため、今回、公開質問状を出させていただきました。政務

活動費の違法支出を繰 り返さないためには、再発防止のための対策を講ずることが必要

不可欠です。その点について、議会として今後どのような対応策を講 じられるのかを具

体的に明らかにしていただきたい、という趣旨で質問させていただきました。

【質問工
;雲 日】

一、政務活動費の使途の透明性の確保のために、実際に支出した議員の名前を証憑類

に明記することが必要と考えます。この点についていかにお考えでしょうか。

二、会計帳簿に支出した議員名を記続したうえで、帳簿を市民に公開することが不可

欠であると考えます。また、会計帳簿の様式は議員が何のために支出したのか一

目でわかるようにするため、帳簿の形式を統一する必要があると考えます。この

点 |こ ついていかにお考えでしょうか。

三、議会改革調査特別委員会において再発防止のためのルールについて議論し、それ

を運用指針に盛り込む必要があると考えます。その際には、パブリックコメン ト

など市民の意見が反映される手続きを踏むことが重要であると考えます。この点

についていかがお考えでしょうか。

四、再発防止策として、支出内容を外部の専門家などによる検証委員会などの組織が

チェックする体制を構築することが不可欠であると考えます。この点については

いかがお考えでしようか。

五、今回の裁判の対象となつていない2018年 度以降の支出の中にも、東京地方裁

判所で違法とされた文出と同様の支出が数多く含まれております。議会として、

こうした支出についても検証し、違法な支出に該当するものを市に返還するお考

えはあるのでしようか。

以上

上記の質問項目|こ ついてご回答 !ま 5月 13日 までに書面により下さいますようお願

いいたします。当質問状・並びにご回答の内容については、草の根ニュースとHPのほか、

マスコミの皆様にも公開させていただく予定でおります。

なお、裁判において返還を命 じられた政務調査費と政務活動費について、まちだ市民

クラブ会派、自由民主党会派、保守連合会派はすでに返還を終えたのでしょうか。返還

がなされた場合はその日時を金額について、市民に対して説明されるようお願いいたし

ます。

以上、よろしくお願いいたします。
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24町市議第 56号の 2

質問項目は1～ 5には答えず !わずか4行の回答。
2024年 5月 10日

町田市政を考える会・草の根

代表 小林 美知 様

町田市議会議長 木 目田

公開質問状に対する回答について

2024年 4月 12日 付にて受領いたしました公開質問状については、各会

派に共有させていただきました。

引き続き、社会情勢を考慮しつつ、ご意見いただいた事項を含めて検討 し、

適正な運用に努めてまいります。

「共有している」という10の会派 (一人会派を合む)への再質問状

町田市議会会派                      2024年 5月 20日

代表者                様        町田市政を考える会 '草の根

代表  小林 美知

公開質問状回答用紙の送付と会派としての回答のお願い

日頃、1町 田市民のために活動していただき、ありがとうございます。

さて、2024年 2月 29日 、東京地方裁判所 (品 田幸男裁判長)において、201
4年から2017年 度の政務調査費 と政務活動費の支出の うち約 1()07万円を違法

として返還を命ずる判決が言い渡され、確定してから2か月が経過 してお ります。

私たちは、第 1回町田市議会定例会の冒頭あるいは会期中に、町田市議会 としてこの判

決 |こ ついてのコメン トがあるのかと思ってお りましたが、残念ながら何のコメン トもあ

りませんでした。このため、さる4月 12日 :こ 町田市議会議長あてに公開質問状を出さ

せていただきました。政務活動費の違法支出を繰 り返さないためには、再発防止のため

の対策を講ずることが必要不可欠です。その点について、議会として今後 どのような対

応策を講 じられるのかを具体的 |こ 明らかにしていただきたい、とい う趣旨です。

:Iir田市議会議長に回答を求め、5月 10日 付で回答が届きましたが、その 4行の回答には、

質問項目 1～ 5に ついての回答はありませんでした。

そこで、各会派の皆様から直接回答をしていただきたく、質問状の国答用紙を送付させてい

ただきます。

なお、今回の公開質問状への回答について諸派議員のうち、2026年 2月 町田市議会議員

選挙に立 |1癸補を予定 していない方は回答を留保 していただくことも可とします。

以上

上記の質問項 目についてご回答は 6月 3日 まで1こ書面により下さいますようお願い

いたします。 (封書を同封いたしました。)当質問状並びにご回答の内容については、草

の根ニュースと草の根 HPの ほか、マスコミの皆様にも公開させていただく予定でお り

ます。

以上、よろしくお願いいた します。
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会派・議員名
(会派名と、所晟議員名をお書きください)

質問要旨 回答

1、 証憑類に支出した議員の名前を明記すべきこ
とについて

ψ
ノ

2、 会計振簿|こついて|よ支出した議員名を記録し、
これを市民|こ 公開すべきこと、また、会計帳簿の
様式を統一すべきことについて

3、「議会改革調査特別委員会」に置いて今回の事
件のようなことの再発防止のためのルールを運用
指針に盛り込むべきこと、その際パブリックコメン
トなど、市民意見を反映させる手続きを踏むべき
ことについて

4、 上記3に関連して、外部の専門家などによる専
門委員会などチェック体制を構築すべきことにつ
い て

5、 2018年度以降の支出について今回の判決で
違法とされた支出と同様の支出についてこれ雹脂に返還すべきことについて
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4 10の会派 (一人会派を合む)への再質問状の回答用紙

回 答 用 紙
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草の根の

ホームページをご覧下さい !

http://www.machida― kusanone.cOm
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